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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 体 内 部 に 導 入 さ れ た 状 態 で 使 用 さ れ 、 前 記 被 検 体 内 部 に お い て 所 定 の 機 能 を 実 行 す
る 被 検 体 内 導 入 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 所 定 の 機 能 を 実 行 す る 機 能 実 行 手 段 と 、
　 当 該 被 検 体 内 導 入 装 置 の 外 装 部 の 外 側 表 面 に 設 け ら れ た 開 口 部 を 介 し て 被 検 体 内 で あ る
こ と を 検 出 す る セ ン サ と 、
　 当 該 被 検 体 内 導 入 装 置 が 通 過 す る 経 路 で あ っ て 当 該 被 検 体 内 導 入 装 置 が 接 触 す る 被 検 体
内 の 物 質 と 反 応 す る 被 覆 材 に よ っ て 前 記 開 口 部 を 覆 い 、 時 間 の 経 過 と と も に 前 記 反 応 が 進
む こ と に よ っ て 前 記 開 口 部 を 露 出 さ せ る 被 覆 手 段 と 、
　 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 を 検 出 し た 場 合 に 、 前 記 機 能 実 行 手 段 の 駆 動 を 制 御 す る 駆 動 制 御
手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 被 覆 手 段 は 、 前 記 検 体 内 物 質 に 溶 解 す る 材 料 に よ っ て 形 成 さ れ た こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 被 覆 手 段 は 、 前 記 開 口 部 に お け る 前 記 被 覆 材 の 厚 さ に よ っ て 前 記 開 口 部 の 露 出 時 間
を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 セ ン サ は 、 前 記 被 検 体 内 の 物 質 が 有 す る 所 定 の 特 性 を 検 出 す る セ ン サ で あ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 機 能 実 行 手 段 は 、 無 線 送 信 手 段 で あ り 、
　 前 記 無 線 送 信 手 段 は 、 当 該 無 線 送 信 手 段 の 起 動 を ス イ ッ チ ン グ す る 無 線 起 動 ス イ ッ チ を
備 え 、



　 前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 で あ る と 判 定 し た 場 合 に 前 記 無 線 起 動 ス イ
ッ チ を オ ン さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装
置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 で あ る と 判 定 し て か ら 所 定 時 間 、 計 時 す る タ イ マ を さ ら に 備 え 、
該 タ イ マ の タ イ ム ア ウ ト 時 に 前 記 前 記 無 線 起 動 ス イ ッ チ を オ ン さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ５ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 機 能 実 行 手 段 は 、 無 線 送 信 手 段 で あ り 、
　 前 記 無 線 送 信 手 段 は 、 当 該 無 線 送 信 手 段 の 低 消 費 電 力 状 態 と 通 常 消 費 電 力 状 態 と を 切 替
変 更 す る 無 線 電 源 変 更 手 段 を 備 え 、
　 前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 で あ る と 判 定 し た 場 合 あ る い は 前 記 タ イ マ
が タ イ ム ア ウ ト 時 に 、 前 記 無 線 電 源 変 更 手 段 に 変 更 指 示 を 与 え て 前 記 低 消 費 電 力 状 態 か ら
前 記 通 常 消 費 電 力 状 態 に 切 り 替 え さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 タ イ マ は 、 撮 像 回 路 内 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 の 被
検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 所 定 の フ レ ー ム レ ー ト に よ る 第 １ の 撮 像 処 理 と 該 第 １ の 撮 像 処 理 に よ り も 高 い フ レ ー ム
レ ー ト に よ る 第 ２ の 撮 像 処 理 と を 変 更 す る フ レ ー ム レ ー ト 変 更 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、 前 記 フ レ ー ム レ ー ト 変 更 手 段 に 対 し て 、 前 記 電 源 ス イ ッ チ の 投 入
後 に 前 記 第 １ の 撮 像 処 理 に よ る フ レ ー ム レ ー ト で 撮 像 を 行 わ せ る 指 示 を 行 い 、 前 記 被 検 体
内 判 定 手 段 が 被 検 体 内 で あ る と 判 定 し た 場 合 あ る い は 前 記 タ イ マ が タ イ ム ア ウ ト 時 に 前 記
第 ２ の 撮 像 処 理 に よ る フ レ ー ム レ ー ト で 撮 像 を 行 わ せ る 指 示 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ ８ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 被 検 体 内 部 に 導 入 さ れ る 被 検 体 内 導 入 装 置 と 、 被 検 体 外 部 に 配 置 さ れ 、 前 記 被 検 体 内 導
入 装 置 に よ っ て 得 ら れ た 情 報 を 無 線 通 信 を 介 し て 取 得 す る 受 信 装 置 と を 備 え た 無 線 型 被 検
体 内 情 報 取 得 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 被 検 体 内 導 入 装 置 は 、
　 被 検 体 内 の 画 像 デ ー タ を 取 得 す る 撮 像 機 能 を 含 む 所 定 の 機 能 を 実 行 す る 機 能 実 行 手 段 と
、
　 少 な く と も 前 記 機 能 実 行 手 段 に よ っ て 得 ら れ た 情 報 を 無 線 送 信 す る 無 線 手 段 と 、
　 当 該 被 検 体 内 導 入 装 置 の 外 装 部 の 外 側 表 面 に 設 け ら れ た 開 口 部 を 介 し て 被 検 体 内 で あ る
こ と を 検 出 す る セ ン サ と 、
　 被 検 体 内 物 質 あ る い は 被 検 体 内 に 導 入 が 可 能 な 物 質 と 反 応 す る 被 覆 材 料 に よ っ て 前 記 開
口 部 を 覆 い 、 時 間 の 経 過 と と も に 前 記 反 応 を 進 め 、 前 記 開 口 部 を 露 出 さ せ る 被 覆 手 段 と 、
　 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 を 検 出 し た 場 合 に 、 前 記 機 能 実 行 手 段 の 駆 動 を 制 御 す る 駆 動 制 御
手 段 と を 備 え 、
　 前 記 受 信 装 置 は 、
　 前 記 無 線 手 段 か ら 送 信 さ れ た 情 報 を 受 信 す る 無 線 受 信 手 段 と 、
　 受 信 し た 情 報 を 解 析 す る 処 理 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 無 線 型 被 検 体 内 情 報 取 得 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、 前 記 セ ン サ が 被 検 体 内 で あ る と 判 定 し た 場 合 に 、 前 記 無 線 手 段 の
起 動 を ス イ ッ チ ン グ す る 無 線 ス イ ッ チ を オ ン さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の
無 線 型 被 検 体 内 情 報 取 得 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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　 前 記 セ ン サ は 、 湿 度 セ ン サ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置



【 請 求 項 １ ３ 】
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。

　 前 記 セ ン サ は 、 ｐ Ｈ セ ン サ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 被 検 体 内 導 入 装 置
。
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